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開会 午前１０時００分 

○議長（荒牧 泰範） 皆さんおはようございます。 

  本日は、村瀨議員から欠席届が提出されておりますが、定足数に達しております

ので開議は成立いたします。 

なお、執行部では村瀨健康課長が忌引きのため欠席、代理で宮原課長補佐、そし

て藤社会教育課長が病気療養のため欠席しておりますので、横内課長補佐がそれぞ

れ代理出席しております。 

  それでは、ただいまから本日の会議を開きます。 

  本日の日程はタブレット掲載の議事日程のとおりでございます。 

これより日程に従い議事を進めます。 

  日程第１、議案第５６号「専決処分の承認を求めることについて（専決第４

号）」令和５年度篠栗町一般会計補正予算（第４号）についてを議題といたします。 

  本案は予算特別委員会に付託しておりましたので委員長の報告を求めます。 

はい、栗須委員長。 

○予算特別委員会委員長（栗須 信治） 報告いたします。 

  議案第５６号「専決処分の承認を求めることについて（専決第４号）」令和５年

度篠栗町一般会計補正予算（第４号）について、 

本議案は専決処分がなされたので、これを報告し、議会の承認を求められたもの

であります。 

予算の内容は、令和５年７月８日からの大雨で発生した災害の復旧のため、一般

会計予算を７６０万円増額補正するもので、歳入歳出予算の総額をそれぞれ１１４

億３,７１７万円とするものであります。 

  全員出席の予算特別委員会にて審査しておりますので、詳細につきましては省略

いたします。 

当委員会において慎重審査の上、採決の結果、出席者全員賛成にて原案のとおり

承認いたしております。 

以上、報告を終わります。 

○議長（荒牧 泰範） ただいまの委員長の報告に対し質疑を行います。 

質疑はございませんか。 

質疑なしと認め、次に討論に移ります。 

討論はございませんか。 

はい、ないようですので討論を終結し、ただいまから採決を行います。 
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  本案に対する委員長の報告は承認です。 

本案を、原案のとおり決定することに賛成の方は御起立を願います。 

（賛成者起立） 

○議長（荒牧 泰範） はい、出席者全員賛成と認めます。 

よって、議案第５６号は委員長報告のとおり可決されました。 

  日程第２、議案第６３号「篠栗町柳池フサヱ教育地域振興基金条例の制定につい

て」を議題といたします。 

本案は、総務建設常任委員会に付託しておりましたので、委員長の報告を求めま

す。 

はい、横山委員長。 

○総務建設常任委員会委員長（横山 和輝） 報告いたします。 

  議案第６３号「篠栗町柳池フサヱ教育地域振興基金条例の制定について」 

本議案の制定の主な内容は、故柳池フサヱ氏及び故柳池義晴氏からの寄附金を故

人の意思に基づき、町の教育及び地域振興に係る施策の財源に充てるための基金と

して積み立てること・基金の運用管理のこと・基金の処分のことなどを本条例で規

定するものであります。 

この条例については、公布の日から施行されます。 

当委員会の中で、質疑がありましたので説明をいたします。 

「相続に関してはきちんと調査出来ているのか」と、そういった質問があり、

「弁護士のもと遺産相続に関しては調査されている」と、そういった回答がござい

ました。 

質疑終了後、討論を行いましたが、討論はございませんでした。 

審査の上、採決の結果、全員賛成にて原案のとおり可決いたしております。 

以上、報告を終わります。 

○議長（荒牧 泰範） ただいまの委員長の報告に対し質疑を行います。 

質疑ございませんか。 

はい、質疑なしと認め、討論を行います。 

討論ございませんか。 

はい、討論はないようですので終結し、ただいまから採決を行います。 

本案に対する委員長の報告は可決です。 

本案を原案のとおり決定することに賛成の方は御起立を願います。 

（賛成者起立） 
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○議長（荒牧 泰範） はい、出席者全員賛成と認めます。 

よって、議案第６３号は委員長報告のとおり可決されました。 

  日程第３、議案第６４号「住居表示の実施に伴う関係条例の整理に関する条例の

制定について」を議題といたします。 

本案も総務建設常任委員会に付託しておりましたので委員長の報告を求めます。

はい、横山委員長。 

○総務建設常任委員会 委員長（横山 和輝） 報告いたします。 

  議案第６４号「住居表示の実施に伴う関係条例の整理に関する条例の制定につい

て」 

本議案の制定の内容は、実施区域で変更となる田中区域内の、健康広場と田中公

園の町名について改正を行うものであります。この条例については、令和５年１１

月１１日から施行されます。質疑討論を行いましたがともにございませんでした。

審査の上、採決の結果、全員賛成にて原案のとおり可決いたしております。 

  以上、報告を終わります。 

○議長（荒牧 泰範） はい、ただいまの委員長の報告に対し質疑を行います。 

質疑ございませんか。 

ないようですので、次に討論を行います。 

討論はございませんか。 

ないようですので討論を終結し、ただいまから採決を行います。 

本案に対する委員長の報告は可決です。 

本案を原案のとおり決定することに賛成の方は御起立願います。 

（賛成者起立） 

○議長（荒牧 泰範） 出席者全員賛成と認めます。 

よって、議案第６４号は委員長報告のとおり可決されました。 

  日程第４、議案第６５号「子育て支援策に伴う篠栗町公費医療助成拡充に係る関

係条例の整備に関する条例の制定について」を議題といたします。 

本案は、文教厚生常任委員会に付託しておりましたので、委員長の報告を求めま

す。 

はい、栗須委員長。 

○文教厚生常任委員会委員長（栗須 信治） 報告いたします。 

  議案第６５号「子育て支援施策に伴う篠栗町公費医療助成拡充に係る関係条例の

整備に関する条例の制定について」 
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本議案は、子育て支援の施策として公費医療に係る保護者等の経済的負担を軽減

し、子どもの保健の向上と福祉の増進を図るものであります。 

改正の内容は、未就学（小学校入学前の子ども）については、入院・入院外にか

かわらず自己負担なしになります。また、小学生中学生の子どもについては、入院

は自己負担なし、入院外の自己負担額はひと月に５００円とするものでございます。 

以上、関係条例の一部を整備するものであります。 

この条例については、令和６年４月１日から施行されます。 

  当委員会の中で質疑がありましたので説明をいたします。 

今後、ひとり親家庭の高校生などの見直しを検討されるのか、という質疑がござ

いました。今回の改定は、糟屋郡の中南部６町があわせて進めたもので、高校生の

無償化についてはそういう方向で検討されている、という回答がございました。 

質疑終了後、討論を行いましたが、討論はございませんでした。 

審査の上、採決の結果、全員賛成にて原案のとおり可決いたしております。 

以上、報告を終わります。 

○議長（荒牧 泰範） ただいまの委員長の報告に対し質疑を行います。 

質疑はございませんか。 

質疑なしと認めます。 

次に討論を行います。 

討論ございませんか。 

はい、討論なしと認めます。 

ただいまから採決を行います。 

本案に対する委員長の報告は可決です。 

本案を、原案のとおり決定することに賛成の方は御起立願います。 

（賛成者起立） 

○議長（荒牧 泰範） はい、出席者全員賛成と認めます。 

よって、議案第６５号は委員長報告のとおり可決されました。 

  日程第５、議案第６６号「篠栗町総合保健福祉センターの設置及び管理に関する

条例の一部を改正する条例の制定について」を議題といたします。 

本案も文教厚生常任委員会に付託しておりましたので、委員長の報告を求めます。 

はい、栗須委員長。 

○文教厚生常任委員会委員長（栗須 信治） 報告いたします。 

  議案第６６号「篠栗町総合保健福祉センターの設置及び管理に関する条例の一部
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を改正する条例の制定について」 

改正の内容は、オアシス篠栗入浴料３３０円の料金区分を、「１５歳以上６０歳

未満」から「１５歳以上６５歳未満」に変更するものでございます。 

  変更の理由は、世界保健機関の定義や法令等では６５歳以上を高齢者と定めてお

り、入浴料金の区分をこの定義に合わせること、また近隣町においても高齢者利用

の料金区分は６５歳を基準として設定されております。 

今後のスケジュールは、１０月から１２月にかけて広報・ホームページ・館内掲

示で周知するとのことでございます。 

この条例は令和６年１月１日から施行されます。 

当委員会の中で質疑がありましたので説明をいたします。 

町内外の利用者の割合はどのくらいか。 

コロナ前は約町内４割・町外６割だったが、再開後はおおむね半々、という回答

がございました。 

価格設定は近隣町と比べてどうか。 

志免町や小郡市の同施設と比べても安い、との回答がございました。 

サウナの再開はどうなっているのか。 

健康課にもたくさんの意見をいただいている。今のところ、高齢者の命を守ると

いう観点から協議中である、という回答がございました。 

このサウナの件につきましては、ほかの委員からも、サウナは人気があるし楽し

みにしてある方も多いので、あまり後ろ向きにならないで、露天風呂も含めて、再

開を前向きに検討してもらいたい、との要望がございました。 

  質疑終了後、討論を行いましたが、討論はございませんでした。 

審査の上、採決の結果、全員賛成にて原案のとおり可決いたしております。 

  以上、報告を終わります。 

○議長（荒牧 泰範） ただいまの委員長の報告に対して質疑を行います。 

質疑はございませんか。 

質疑なしと認めます。 

次に討論を行います。 

討論ございませんか。 

ないようですので、ただいまから採決を行います。 

本案に対する委員長の報告は可決です。 

本案を、原案のとおり可決することに賛成の方の御起立を願います。 
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（賛成者起立） 

○議長（荒牧 泰範） 出席者全員賛成と認めます。 

よって、議案第６６号は委員長報告のとおり可決されました。 

  日程第６、議案第６７号「篠栗町家庭的保育事業等の設備及び運用に関する基準

を定める条例及び篠栗町放課後児童健全育成事業の整備及び運営に関する基準を定

める条例の一部を改正する条例の制定について」を議題といたします。 

本案も文教厚生常任委員会に付託しておりましたので、委員長の報告を求めます。 

はい、栗須委員長。  

○文教厚生常任委員会委員長（栗須 信治） 報告いたします。 

  議案第６７号「篠栗町家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条

例及び篠栗町放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例の

一部を改正する条例の制定について」 

主な改正の内容は、児童福祉施設及び放課後児童健全育成事業において安全計画

及び業務継続計画等の策定を義務づける規定を新設するものであります。 

その中には、認定こども園の送迎用バスに園児が置き去りにされ死亡した事案を

受けて「幼児等の所在確認」と「安全装置の装備」を義務づける規定が新設されて

おります。 

また、感染症及び食中毒の予防等に必要な措置の明確化及び放課後児童支援員の

資格要件を定めるものであります。 

この条例は令和６年１月１日から施行されます。 

  当委員会において、審査の上、採決の結果、全員賛成にて原案のとおり可決いた

しております。 

以上、報告を終わります。 

○議長（荒牧 泰範） ただいまの委員長の報告に対し、質疑を行います。 

質疑はございませんか。 

質疑なしと認めます。 

次に討論を行います。 

討論はございませんか。 

ないようですので討論を終結し、ただいまより採決を行います。 

本案に対する委員長の報告は可決です。 

本案を原案のとおり決定することに賛成の方は御起立願います。 

（賛成者起立） 
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○議長（荒牧 泰範） 出席者全員賛成と認めます。 

よって、議案第６７号は委員長報告のとおり可決されました。 

  日程第７、議案第６８号「篠栗町自動車駐車場の設置及び管理に関する条例の一

部を改正する条例の制定について」を議題といたします。 

本案は、総務建設常任委員会に付託しておりましたので委員長の報告を求めま

す。 

はい、横山委員長。 

○総務建設常任委員会委員長（横山 和輝） 報告いたします。 

  議案第６８号「篠栗町自動車駐車場の設置及び管理に関する条例の一部を改正す

る条例の制定について」 

本議案の主な改正内容は、現金での精算や入庫時の非接触型ＩＣカードの取扱い

を規則の中で取り扱うようしたこと。また、料金改定の内容ですが、３時間無料と

していたところを１時間無料に、１時間を超え５時間までが１００円、５時間を超

え１０時間までが２００円、１０時間を超える場合３００円に２時間までごとに１

００円を加算するとのことでございます。 

なお、今後のスケジュールについては、１０月１日から現金精算の取扱いを開始

いたします。 

料金改定におきましては、議会承認後にホームページやLINE・広報ささぐり等を

活用し周知を図り、令和５年１２月１日から新料金を適用いたします。 

この条例については令和５年１０月１日から施行し、料金改定は令和５年１２月

１日から施行されます。 

  当委員会の中で、質疑がありましたので説明をいたします。 

クリエイト等施設を利用した場合、今まで３時間以内が無料だったのが改定後は

１００円払うことになるのか、との質問があり、社会教育課と協議し、施設を利用

されたりイベントで使用した場合は、機械を通して今までどおり無料で対応したい

と考えている、との回答がございました。 

質疑終了後、討論を行いましたが、討論はございませんでした。 

審査の上、採決の結果、全員賛成にて原案のとおり可決いたしております。 

  以上、報告を終わります。 

○議長（荒牧 泰範） はい、ただいまの委員長の報告に対し質疑を行います。 

質疑はございませんか。 

質疑なしと認めます。 
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次に討論を行います。 

討論ございませんか。 

ないようですので討論を終結し、ただいまから採決を行います。 

本案に対する委員長の報告は可決です。 

本案を原案のとおり決定することに賛成の方は御起立を願います。 

（賛成者起立） 

○議長（荒牧 泰範） 出席者全員賛成と認めます。 

よって、議案第６８号は委員長報告のとおり可決されました。 

  日程第８、議案第６９号「令和４年度篠栗町一般会計歳入歳出決算の認定につい

て」を議題といたします。 

本案は決算特別委員会に付託しておりましたので、委員長の報告を求めます。 

はい、横山委員長。 

○決算特別委員会委員長（横山 和輝） 報告いたします。 

  議案第６９号「令和４年度篠栗町一般会計歳入歳出決算の認定について」 

本議案の決算の概要は、歳入総額１２６億２,４１８万１,９５０円、歳出総額１

２０億６,１１３万３,３００円、歳入歳出差引額５億６,３０４万８,６５０円です。 

 翌年度へ繰り越すべき財源は、一般財源で繰越明許費繰越額３,１１２万円。 

よって、実質収支額は５億３,１９２万８,６５０円です。 

全員出席の決算特別委員会にて審査しておりますので、詳細につきましては省略

いたします。 

質疑終了後、討論を行いましたが、討論はございませんでした。 

当委員会において慎重審査の上、採決の結果、全員賛成にて原案のとおり認定い

たしております。 

以上、報告を終わります。 

○議長（荒牧 泰範） ただいまの委員長の報告に対し質疑を行います。 

質疑ございませんか。 

ないようですので、次に討論に入ります。 

討論はございますか。 

はい、討論なしと認め、採決に移ります。 

本案に対する委員長の報告は認定です。 

本案を原案のとおり決定することに賛成の方は御起立を願います。 

（賛成者起立） 
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○議長（荒牧 泰範） はい、出席者全員賛成と認めます。 

よって、議案第６９号は委員長報告のとおり認定されました。 

  日程第９、議案第７０号「令和４年度篠栗町国民健康保険特別会計歳入歳出決算

の認定について」を議題といたします。 

本案も、決算特別委員会に付託しておりましたので委員長の報告を求めます。 

はい、横山委員長。 

○決算特別委員会委員長（横山 和輝） 報告いたします。 

  議案第７０号「令和４年度篠栗町国民健康保険特別会計歳入歳出決算の認定につ

いて」 

本議案の決算の概要は、歳入総額２６億８,１４８万６,１１３円、歳出総額２６

億３,２４２万７,１５９円、歳入歳出差引額４,９０５万８,９５４円です。 

翌年度へ繰り越すべき財源はありませんので、実質収支額は４,９０５万８,９５

４円です。 

  全員出席の決算特別委員会にて審査しておりますので、詳細につきましては省略

いたします。 

質疑終了後、討論を行いましたが、討論はございませんでした。 

当委員会において慎重審査の上、採決の結果、全員賛成にて原案のとおり認定い

たしております。 

以上、報告を終わります。 

○議長（荒牧 泰範） ただいまの委員長の報告に対し質疑を行います。 

質疑ございませんか。 

質疑なしと認めます。 

次に討論を行います。 

討論ございませんか。 

ないようですので討論を終結し、ただいまから採決を行います。 

本案に対する委員長の報告は認定です。 

本案を原案のとおり決定することに賛成の方は御起立願います。 

（賛成者起立） 

○議長（荒牧 泰範） はい、出席者全員賛成と認めます。よって、議案第７０号は

委員長報告のとおり認定されました。 

  日程第１０、議案第７１号「令和４年度篠栗町後期高齢者医療特別会計歳入歳出

決算の認定について」を議題といたします。 
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本案も決算特別委員会に付託しておりましたので委員長の報告を求めます。 

横山委員長。 

○決算特別委員会委員長（横山 和輝） 報告いたします。 

  議案第７１号「令和４年度篠栗町後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算の認定に

ついて」 

本議案の決算の概要は、歳入総額４億５,５４５万７,８１１円、歳出総額４億５,

２８０万６,７３９円、歳入歳出差引額２６５万１,０７２円です。 

翌年度へ繰り越すべき財源はありませんので、実質収支額は２６５万１,０７２

円です。 

 全員出席の決算特別委員会にて審査しておりますので、詳細につきましては省略

いたします。 

質疑終了後、討論を行いましたが、討論はございませんでした。 

  当委員会において、慎重審査の上、採決の結果、全員賛成にて原案のとおり可決

いたしております。 

以上、報告を終わります。 

○議長（荒牧 泰範） はい、ただいまの委員長の報告に対し、質疑を行います。 

質疑はございませんか。 

はい、質疑なしと認めます。 

次に討論を行います。 

討論はございませんか。 

ないようですので討論を終結し採決を行います。 

本案に対する委員長の報告は認定です。 

本案を原案のとおり決定することに賛成の方は御起立を願います。 

（賛成者起立） 

○議長（荒牧 泰範） はい、出席者全員賛成と認めます。 

よって、議案第７１号は委員長報告のとおり認定されました。 

  日程第１１、議案第７２号「令和４年度篠栗町水道事業会計余剰金の処分及び決

算の認定について」を議題といたします。 

本案も決算特別委員会に付託しておりましたので委員長の報告を求めます。 

はい、横山委員長。 

○決算特別委員会委員長（横山 和輝） 報告いたします。 

  議案第７２号「令和４年度篠栗町水道事業会計剰余金の処分及び決算の認定につ
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いて」 

本議案の剰余金の処分及び決算の概要は、未処分利益剰余金建設改良積立金に５,

６４４万５,０００円を積み立てるものとし、決算額の概要は収益的収入額６億１,

２１３万６６４円、収益的支出額５億３,６９８万２,２２８円、資本的収入額１億

７,０００万円、資本的支出額３億３,０９４万８,０１０円であります。 

  全員出席の決算特別委員会にて審査していますので、詳細につきましては省略い

たします。 

質疑終了後、討論を行いましたが討論はございませんでした。 

当委員会において慎重審査の上、採決の結果、全員賛成にて原案のとおり認定い

たしております。 

  以上報告を終わります。 

○議長（荒牧 泰範） ただいまの委員長の報告に対し質疑を行います。 

質疑はございませんか。 

質疑なしと認めます。 

次に討論を行います。 

討論はございませんか。 

ないようですので討論を終結し、ただいまから採決を行います。 

本案に対する委員長の報告は認定です。 

本案を原案のとおり決定することに賛成の方は御起立願います。 

（賛成者起立） 

○議長（荒牧 泰範） はい、出席者全員賛成と認めます。 

よって、議案第７２号は委員長報告のとおり認定されました。 

  日程第１２、議案第７３号「令和４年度篠栗町流域関連公共下水道事業会計剰余

金の処分及び決算の認定について」を議題といたします。 

本案も決算特別委員会に付託しておりましたので委員長の報告を求めます。横山

委員長。 

○決算特別委員会委員長（横山 和輝） 報告いたします。 

  議案第７３号「令和４年度篠栗町流域関連公共下水道事業会計剰余金の処分及び

決算の認定について」 

本議案の剰余金の処分及び決算の概要は、未処分利益剰余金減債積立金に７,５

１０万８０９円を積み立てるものとし、決算額の概要は収益的収入額９億１３３万

６１円、収益的支出額８億２,８１９万８１０円、資本的収入額３億６,０６４万５,
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４００円、資本的支出額５億４,９８２万９,９５５円でございます。 

  全員出席の決算特別委員会にて審査しておりますので、詳細につきましては省略

いたします。 

質疑終了後、討論を行いましたが、討論はございませんでした。 

当委員会において慎重審査の上、採決の結果、全員賛成にて原案のとおり認定い

たしております。 

以上、報告を終わります。 

○議長（荒牧 泰範） ただいまの委員長の報告に対し質疑を行います。 

質疑ございませんか。 

質疑なしと認めます。 

次に討論を行います。 

討論はございませんか。 

ないようですので討論を終結し、ただいまより採決を行います。 

本案に対する委員長の報告は認定です。 

本案を原案のとおり決定することに賛成の方は御起立を願います。 

（賛成者起立） 

○議長（荒牧 泰範） はい、出席者全員賛成と認めます。 

よって、議案第７３号は委員長の報告の通り認定されました。 

  日程第１３、議案第７４号「令和５年度佐々町一般会計補正予算（第５号）につ

いて」を議題といたします。 

本案は予算特別委員会に付託しておりましたので、委員長の報告を求めます。 

栗須委員長。 

○予算特別委員会委員長（栗須 信治） 報告いたします。 

  議案第７４号令和５年度「篠栗町一般会計補正予算（第５号）について」 

本議案は、令和５年度篠栗町一般会計の既定の予算総額に、歳入歳出それぞれ６

億９,７２３万７,０００円を増額し、予算の総額を歳入歳出それぞれ１２１億３,

４４０万７,０００円とするものであります。 

  歳出における主な事業では、総務費において、庁舎防災関連改修設計委託料に１,

８１８万２,０００円、産業団地法面調査委託料に１,１３３万１,０００円、池の

端区防風柵設置工事に２,８０５万円。民生費、勢門幼児プール解体工事に３,６６

１万４,０００円。商工費、町のＰＲ動画、デジタル広告実施、プロモーション企

画業務委託などに１,３８５万円。土木費、池の端地区防災工事に２,３００万円。
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諸支出金、柳池フサヱ教育地域振興基金積立金３億４,４１０万円を補正するもの

です。 

  主な歳入では、寄附金３億４,４１０万円の増、繰越金３億８,１９２万８,００

０円の増、町債１億５５１万１,０００円の増、繰入金３億円の減とするものです。 

  全員出席の予算特別委員会にて審査しておりますので、詳細については省略いた

します。 

当委員会において慎重審査の上、採決の結果、出席者全員賛成にて原案のとおり

可決いたしております。 

以上報告を終わります。 

○議長（荒牧 泰範） ただいまの委員長の報告に対し質疑を行います。 

質疑はございませんか。 

質疑なしと認めます。 

次に討論を行います。 

討論はございませんか。 

ないようですので、討論を終結し、ただいまから採決を行います。 

本案に対する委員長の報告は可決です。 

本案を原案のとおり決定することに賛成の方は御起立を願います。 

（賛成者起立） 

○議長（荒牧 泰範）出席者全員賛成と認めます。 

よって、議案第７４号は委員長報告のとおり可決されました。 

  日程第１４、議案第７５号「令和５年度篠栗町国民健康保険特別会計補正予算

（第２号）について」を議題といたします。 

本案も予算特別委員会に付託しておりましたので、委員長の報告を求めます。 

はい、栗須委員長。 

○予算特別委員会委員長（栗須 信治） 報告いたします。 

  議案第７５号「令和５年度篠栗町国民健康保険特別会計補正予算（第２号）につ

いて」 

本議案は、令和５年度篠栗町国民健康保険特別会計の既定の予算に歳入歳出それ

ぞれ５,０３９万２,０００円を増額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ２

８億３,１１０万４,０００円とするものであります。 

  補正予算内容は、前年度繰越金の確定及び産休代替職員の人件費として、歳入に

おいて繰入金を１３３万４,０００円、繰越金を４,９０５万８,０００円。歳出に
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おいて、人件費１３３万４,０００円、一般被保険者保険医療機関等保険者負担金

４,９０５万８,０００円の増額補正をするものであります。 

  全員出席の予算特別委員会にて審査しておりますので、詳細につきましては省略

いたします。 

当委員会において慎重審査の上、採決の結果、出席者全員賛成にて原案のとおり

可決いたしております。 

以上報告終わります。 

○議長（荒牧 泰範） ただいまの委員長の報告に対し質疑を行います。 

質疑はございませんか。 

質疑なしと認めます。 

次に討論を行います。 

討論はございませんか。 

ないようですので討論を終結し、ただいまから採決を行います。 

本案に対する委員長の報告は可決です。 

本案を原案のとおり決定することに賛成の方は御起立を願います。 

（賛成者起立） 

○議長（荒牧 泰範） 出席者全員賛成と認めます。 

よって、議案第７５号は委員長報告のとおり可決されました。 

日程第１５、議案第７６号「令和５年度篠栗町後期高齢者医療特別会計補正予算

（第２号）について」を議題といたします。 

本案も予算特別委員会に付託しておりましたので委員長の報告を求めます。 

栗須委員長。 

○予算特別委員会委員長（栗須 信治） 報告いたします。 

  議案第７６号「令和５年度篠栗町後期高齢者医療特別会計補正予算（第２号）に

ついて」 

本議案は、令和５年度篠栗町後期高齢者医療特別会計の既定の予算に歳入歳出そ

れぞれ４８６万４,０００円を増額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ４

億９,０９９万円とするものであります。 

  補正予算の内容は、滞納繰越額及び前年度繰越額の確定によるもので、歳入にお

いて後期高齢者医療保険料滞納繰越金２２１万４,０００円、前年度繰越金２６５

万円、歳出において後期高齢者医療広域連合納付金４８６万４,０００円の増額補

正をするものであります。 
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  全員出席の予算特別委員会にて審査しておりますので、詳細につきましては省略

いたします。 

当委員会において慎重審査の上、採決の結果、出席者全員賛成にて原案のとおり

可決いたしております。 

以上、報告終わります。 

○議長（荒牧 泰範） ただいまの委員長の報告に対し質疑を行います。 

質疑はございませんか。 

質疑なしと認めます。 

次に討論を行います。 

討論はございませんか。 

ないようですので討論を終結し、ただいまから採決を行います。 

本案に対する委員長の報告は可決です。 

本案を原案のとおり決定することに賛成の方は御起立を願います。 

（賛成者起立） 

○議長（荒牧 泰範） 出席者全員賛成と認めます。 

よって、議案第７６号は委員長報告のとおり可決されました。 

  日程第１６、意見書案第１号「森林環境譲与税の譲与基準の見直しを求める意見

書」についてを議題といたします。 

お諮りいたします。 

本意見書案は、全員協議会において協議を行い、議員全員にて発議を行っており

ますので、篠栗町議会会議規則第３９条第２項の規定によって、趣旨説明及び討論

を省略したいと思います。これに御異議ございませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（荒牧 泰範） はい、異議なしと認めます。 

よって、そのように決定いたしました。 

議会事務局長をもって意見書案の朗読をいたさせます。 

事務局長。 

○議会事務局長（水江 靖浩） 意見書案第１号  

篠栗町議会 議長 荒牧泰範 殿 

「森林環境譲与税の譲与基準の見直しを求める意見書」 

上記の議案を別紙のとおり、篠栗町議会会議規則第１４条第１項及び第２項の規

定により提出する。  
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令和５年９月１４日  

（提出者）篠栗町議会議員 横山和輝 

（賛成者）篠栗町議会議員 今長谷武和、村瀨敬太郎、栗須信治、古屋宏治、品川

静、太郎良瞳、門馬良、吉本文枝、浦野雅幸、崎山佐穂 

提出の理由、森林整備をより効果的に推進するため森林環境譲与税について、現

行基準では人口の多い自治体に多く配分されているものを、我が町のように林業に

係る財源需要の多い自治体に、より多く配分されるよう譲与基準の見直しを整備す

る。 

  「森林環境譲与税の譲与基準の見直しを求める意見書」 

我が国の森林は、国土の７割を占め、地球温暖化防止や国土保全、水源涵養等の

公益的機能を有しており、国民全体に様々な恩恵をもたらしている。これらの機能

を十全に果たすべく、間伐などの森林整備を着実に実施していくための財源として、

令和元年度に森林環境譲与税が創設された。 

  現在、地方公共団体では、森林経営管理制度等に基づき、管理が行き届いていな

い森林の整備のため、森林所有者への意向調査等を取り組んでいるが、所有者不明

や境界未確定森林の存在、担い手の不足等により想定以上のコストがかかっている

こと。 

  また、近年多発する豪雨によって、起こる土砂崩れや洪水・浸水といった下流部

の都市住民にも、被害が及ぶ災害から国民を守るためには、様々な課題に対応した

森林管理を進めていくことが必須となっている。 

  こうした山間部における様々な課題に早急に対応し、森林整備や人材育成、担い

手確保といった取組を今後本格化させていくためには、多くの森林を抱える我が篠

栗町では、今の譲与基準のままでは森林整備の費用には不足が見込まれ、さらなる

財源が必要となっている。以上のことから、下記の実現を強く要請する。 

記 

森林の多い市町村が必要な森林整備をより一層推進することができるよう、譲

与基準を見直すこと。 

  以上、地方自治法第９９条の規定により意見書を提出する。 

  令和５年９月１４日 篠栗町議会 議長 荒牧泰範 

（意見書提出先）内閣総理大臣 殿、総務大臣 殿、 財務大臣 殿、 

農林水産大臣 殿、衆議院議長 殿、参議院議長 殿 

  以上でございます。 
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○議長（荒牧 泰範） ただいまの意見書案に質疑はございませんか。 

質疑なしと認めます。 

早速採決に移ります。 

意見書案第１号について、本案に賛成の方は御起立願います。 

（賛成者起立） 

○議長（荒牧 泰範） 出席者全員賛成と認めます。 

よって、意見書案第１号は原案のとおり可決されました。 

  日程第１７、常任委員会の閉会中の継続調査の件を議題といたします。 

総務建設・文教厚生常任両委員長から会議規則第７５条の規定により、タブレッ

トに記載の申請書のとおり、閉会中の継続審査の申出があっております。 

お諮りいたします。総務建設・文教厚生両常任委員長から申出のとおり、閉会中

の継続審査とすることに御異議ございませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（荒牧 泰範） 異議なしと認めます。 

よって、総務建設・文教厚生両常任委員長からの申出のとおり、閉会中の継続審

査とすることに決定いたしました。 

ここで、招集日に配付しておりました常任委員会の閉会中の調査結果について、

質疑等があればお受けいたしますが、質疑はございますか。 

はい、質疑なしと認めます。 

質疑を終結いたします。 

次にお諮りいたします。 

本会議中、誤読などによる字句・数字等の整理訂正につきましては、会議規則第

４５条の規定により、議長に委任していただきたいと思いますが、御異議ございま

せんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（荒牧 泰範） 異議なしと認めます。 

よって、誤読などによる字句・数字等の整理訂正は議長に委任していただくこ

とに決定いたしました。 

以上で、本定例会の日程は全て終了いたしました。 

  ここで、町長、何か発言することがございましたら、どうぞ。 

はい、三浦町長。 

○町長（三浦 正） 令和５年第３回定例会の閉会にあたり御挨拶申し上げます。 
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長期間にわたるご審議誠にありがとうございました。「糟屋郡公平委員会委員の

選任について」「篠栗町教育委員会委員の任命について」等の人事案件６件、「篠

栗町柳池フサヱ教育地域振興基金条例の制定について」「篠栗町自動車駐車場の設

置及び管理に関する条例の一部を改正する条例の制定について」など条例案６件、

令和４年度「一般会計」「特別会計」の決算の認定について３件、水道事業会計及

び流域関連公共下水道事業会計剰余金の処分及び決算の認定について２件、専決処

分の承認分も含め令和５年度補正予算の４件、上程いたしました２１議案すべてに

つきまして可決・承認いただきましたことに感謝いたします。 

ありがとうございました。 

総務建設・文教厚生両委員会では、各議案に対して熱心に御議論いただきました。

どうもありがとうございました。 

  また一般質問の際にも様々な御意見をいただきました。こうした住民の皆様の直

の声に基づく新規・改善の御要望に対しましては、執行部も早急に対処しなければ

ならないと判断したものについて、優先順位を上げて今後も対応してまいります。 

  可決いただきました議案のうち、議案第６３号「篠栗町柳池フサヱ教育地域振興

基金条例の制定について」は、篠栗町内在住であった故柳池フサヱ氏及び故柳池義

春氏からの多額の寄附金を故人の意思に基づき、町の教育及び地域振興に係る施策

の財源に充てるための基金として積み立てるため制定したものでございます。今後

は、篠栗町の次代を担う子どもたちを大きく育てるための、活用方法を議員の皆さ

んと知恵を絞りながら検討してまいりたいと考えます。 

  改めて、高額の御寄附をいただきましたことに町民を代表いたしましてお礼を申

し上げます。誠にありがとうございました。 

  令和４年度一般会計の決算は、歳入総額１２６億２,４１８万２,０００円、歳出

総額は１２０億６,１１３万３,０００円でございました。篠栗町の財政力指数、経

常収支比率等は大きく変化はしておらず、監査委員からは４年度篠栗町健全化判断

比率等審査意見書において、良好な状態にあると認められるとの意見をいただきま

した。とはいえ、財政課長が決算概要を説明した際申し上げましたように、歳出面

では、高齢者、障がい者支援や、次世代育成支援など、扶助費は年々増加すること

が予想されます。 

また、人件費や物件費、ごみ処理施設の建て替えを計画している須恵町外二ヶ町

清掃施設組合や粕屋南部消防組合への繰り出し金の増加等による、一部事務組合に

対する分担金等も含め、一般財源において、歳出が増加傾向であることや、個別施
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設計画に基づく公共施設の大規模改修時期が迫っていることもあり、歳出の縮減を

図る構造的な改革が引き続き必要であると考えております。 

  一方、歳入では経済状況の回復などにより、地方税の増収が見込まれますが、篠

栗北地区産業団地からの本格的な税収増は令和６年度以降になることから、交付税

算入がある地方債の償還が終了することで地方交付税が減少することなどを考え、

一般財源の確保がさらに難しくなると予想されるため、ふるさと納税や補助金等の

財源を積極的に確保することで、今後も単年度の歳入歳出の均衡を保ち、持続性の

ある財政運営を行っていくことが重要であると認識しております。 

  一昨年の９月定例会の開会日に、２０５０年に温室効果ガス（二酸化炭素）実質

排出ゼロを目指す「ゼロカーボンシティ」の表明をいたしました。篠栗町の「ゼロ

カーボンシティ」に向けた取り組みを推進し始めました。 

  環境省の補助金を活用して「篠栗町脱炭素ロードマップ策定」事業を行い、いよ

いよ篠栗町におけるカーボンニュートラルの目標達成に向けた計画的・具体的な事

業計画の概要が確定いたします。次は補助事業を活用して公共施設のオンサイト

PPAによる電力を蓄電し、非常用電源を安定的に準備するレジリエンスの強化を目

指した具体的な事業を進める予定でございます。議会にしっかりと説明しながら、

環境省等と連絡をとって進めてまいりたいと考えております。どうぞよろしくお願

いいたします。 

  最後に、開かれた議会を目指して、当時の議員の皆様が、平成２７年第１回定例

会から取り組まれた本会議の同時配信が、今定例会では途絶えております。さらな

る開かれた篠栗町議会を目指すためのあり方を検討するための一環であると理解し

ておりますが、町民の皆様からも待ち望む声を聞いております。ぜひ、早期に同時

配信を再開していただきますよう、執行部からもお願いを申し上げます。 

  今後とも町職員一丸となって篠栗町の諸課題の解決のために努力して参りますの

で、議員各位におかれましては引き続きご指導・ご協力賜りますようお願い申し上

げまして、篠栗町議会令和５年第３回定例会の閉会の挨拶といたします。 

  長期間のご審議誠にありがとうございました。 

○議長（荒牧 泰範） 以上で会議を閉じます。 

これをもちまして、令和５年第３回篠栗町議会定例会を閉会といたします。 

閉会 午前１０時４８分 
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